
街路樹維持管理業務委託特記仕様書 

 

１．業務内容 

・午前 8 時以前の作業はもとより、準備及び車両の乗り入れについても、通学、通勤者の 

安全確保の面からこれを行わないこと。 

・下校時の生徒・児童への安全対策も徹底すること。 

・本業務の始業においては準備も含めて午前 8 時とすること。 

・業務委託の場所については、別紙平面図を目安とするが、道路河川課との連絡を密にし、 

同課監督員の指示により行う。 

・作業に影響のない範囲でアイドリングストップ等を行い、地球温暖化防止に努めること。 

・車両通行量が多い箇所での除草については、交通誘導員を常駐させること。 

・飛び石等による事故防止のため、除草作業中は板等で防護すること。 

・作業実施時は付近に看板を設置し，草刈業務中であることを通行者に周知すること。 

・交通誘導員については、一般交通および歩行者に支障のないよう配置すること。 

配置人員について６名（交代要員は無）を計上している。 

写真撮影 

・写真撮影については、路線ごとに同方向から作業前・作業中・完了時に撮影する。 

・路線延長を考慮し、撮影箇所数を決定する。 

業務日誌 

・業務日誌は、同課が定める様式に日時・場所を明記する。 

  

２．その他 
・本業務の管理路線において、倒木の恐れの危険木を発見した場合は、すみやかに 
監督員に報告するもの。 

・危険木の処理にかかわる費用については、後日、変更契約の対象とする。 
 

 


